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後後期高齢者医療制後期高齢者医療制度度がが
始始ままりりまますす

平成２０年４月から、現行の老人保健制度にかわり、

後期高齢者医療制度 が始まります

① 被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に保険料を支払うことになります。

② 被保険者証が一人に１枚ずつ交付され、医療機関で診療を受けるときは、この被

保険者証のみを提示することになります。

③ 医療機関の窓口での自己負担割合は、現行の老人保健制度と同じです。
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● 個人の保険料は、均等割額と所得割率からなる「保険料率」で計算されます。

● 当町にお住まいの方の保険料率は、平成２０・２１年度において、年間、均等割額が

「４３，１４３円」、所得割率が「９．６３％」です。

なお、保険料の上限は、５０万円です。

● 所得が低い方、災害等で重大な損害を受けたときや、生活が著しく困窮されてい

る方は、均等割が最大７割まで軽減される減免措置があります。
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詳しくは、保健福祉課福祉係へお問い合わせください

保険料のめやす

保 険 料年金収入世 帯 構 成

１２，９００円１５０万円Ａさん
１人世帯

１３６，５００円２５０万円Ｂさん

１２，９００円１５０万円Ｃさん

２人世帯
１２，９００円０円妻

１３６，５００円２５０万円Ｄさん

４３，１００円０円妻


